
○
防
衛
施
設
庁
告
示
第
七
号

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
音
響
の
強
度
及
び
ひ
ん
度
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

同
令
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
七
日

防
衛
施
設
庁
長
官

久
保

卓
也

改
正

昭
和
五
十
年
九
月
十
二
日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
十
一
号

昭
和
六
十
一
年
十
月
十
四
日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
十
二
号

昭
和
六
十
二
年
十
二
月
一
日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
十
五
号

平
成
三
年
十
月
二
十
五
日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
九
号

平

成

五

年

四

月

一

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
五
号

平

成

五

年

四

月

一

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
六
号

平

成

九

年

四

月

一

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
六
号

平

成

九

年

九

月

三

十

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
十
三
号

平

成

十

年

四

月

一

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
四
号

平

成

十

年

四

月

九

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
五
号

平

成

十

一

年

四

月

一

日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
七
号



平
成
十
八
年
九
月
二
十
九
日

防
衛
施
設
庁
告
示
第
八
号

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

防
衛
省
告
示
第
七
十
四
号

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日

防
衛
省
告
示
第
六
十
四
号

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日

防
衛
省
告
示
第
五
十
五
号

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

防
衛
省
告
示
第
八
十
五
号

学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
、
専
修
学
校
、
児
童
自
立
支
援
施
設
及
び
職
業
能
力
開
発
校
に
つ
い
て
は
別
表
第
一
の
各
号
の
い
ず
れ
か
、
幼
稚
園
、
保
育
所
並
び
に
家
庭
的
保
育

事
業
、
小
規
模
保
育
事
業
又
は
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
施
設
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
別
表
第
二
の
各
号
の
い
ず
れ
か
、
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
（
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
を
い
う
。
）
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
肢
体
不
自
由
（
同

法
第
六
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
あ
る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
、
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
障
害
者
支
援
施

設
及
び
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
生
活
介
護
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支
援
又
は
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設
に
つ
い
て
は
別
表
第
三
、
病
院
、
診

療
所
、
助
産
所
、
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
（
同
法
第
四
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
を
い
う
。
）
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
肢
体
不
自
由
の
あ

る
児
童
に
対
し
て
治
療
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
、
救
護
施
設
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十

年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
別
表
第
四
の
各
号
の
い
ず
れ
か
、
保
健
所
及
び

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
一

番
号

単
位
時
間

音
響
の
強
度
及
び
頻
度

一

一
授
業
単
位
時
間
（
五
十
分
の

七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
十
回
以
上
又
は
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
五
回
以
上
。
た
だ
し
、
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上

場
合
を
標
準
と
す
る
。
）

の
音
響
が
四
回
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
継
続
時
間
の
合
計
が
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
八
十
デ
シ
ベ
ル

以
上
の
音
響
が
五
回
以
上
と
み
な
す
。

四
回
の
場
合

二
分
以
上

三
回
の
場
合

四
分
以
上

二
回
の
場
合

六
分
以
上

一
回
の
場
合

八
分
以
上

一
日
の
授
業
時
間
（
一
授
業
単
位

九
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
十
回
以
上
。
た
だ
し
、

九
回
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
継
続
時
間
の
合
計
が
、
次
の

二

時
間
が
五
十
分
で
あ
る
場
合
の
六

そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
回
以
上
と
み
な
す
。

授
業
単
位
時
間
を
も
っ
て
一
日
の

九
回
の
場
合

二
分
以
上



授
業
時
間
と
し
て
い
る
と
き
を
標

八
回
の
場
合

四
分
以
上

準
と
す
る
。）

七
回
の
場
合

六
分
以
上

六
回
の
場
合

八
分
以
上

五
回
の
場
合

十
分
以
上

四
回
の
場
合

十
二
分
以
上

三
回
の
場
合

十
四
分
以
上

二
回
の
場
合

十
六
分
以
上

一
回
の
場
合

十
八
分
以
上

注
１

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
上
欄
の
単
位
時
間
内
に
お
け
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
下
欄
の
基
準
に
達
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
時
間
数
の
一
週
間
に

お
け
る
合
計
が
、
一
週
間
の
単
位
時
間
の
総
数
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

２

第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
上
欄
の
単
位
時
間
当
た
り
の
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
、
下
欄
の
基
準
に
達
し
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

３

第
二
号
の
音
響
の
頻
度
は
、
一
週
間
の
授
業
時
間
内
に
お
け
る
音
響
の
頻
度
の
単
位
時
間
当
た
り
の
平
均
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

職
業
能
力
開
発
校
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
中
「
授
業
」
と
あ
る
の
は
「
訓
練
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二

番
号

単
位
時
間

音
響
の
強
度
及
び
頻
度

一

一
日
の
教
育
又
は
保
育
の
開
始

七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
十
二
回
以
上
又
は
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
六
回
以
上
。
た
だ
し
、
八
十
デ
シ
ベ
ル
以

時
か
ら
連
続
し
た
四
時
間
を
四

上
の
音
響
が
五
回
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
継
続
時
間
の
合
計
が
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
八
十
デ
シ
ベ

等
分
し
た
時
間

ル
以
上
の
音
響
が
六
回
以
上
と
み
な
す
。

五
回
の
場
合

二
分
以
上

四
回
の
場
合

四
分
以
上

三
回
の
場
合

六
分
以
上

二
回
の
場
合

八
分
以
上

一
回
の
場
合

十
分
以
上

二

一
日
の
教
育
又
は
保
育
の
開
始
時

九
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
八
回
以
上
。
た
だ
し
、
七
回
以
下
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
継
続
時
間
の
合
計
が
次
の
そ
れ

か
ら
連
続
し
た
四
時
間

ぞ
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
八
回
以
上
と
み
な
す
。

七
回
の
場
合

二
分
以
上

六
回
の
場
合

四
分
以
上

五
回
の
場
合

六
分
以
上



四
回
の
場
合

八
分
以
上

三
回
の
場
合

十
分
以
上

二
回
の
場
合

十
二
分
以
上

一
回
の
場
合

十
四
分
以
上

注
１

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
上
欄
の
単
位
時
間
内
に
お
け
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
、
下
欄
の
基
準
に
達
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
時
間
数
の
一
週
間

に
お
け
る
合
計
が
、
一
週
間
の
単
位
時
間
の
総
数
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す

る
。

２

第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
上
欄
の
単
位
時
間
当
た
り
の
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
、
下
欄
の
基
準
に
達
し
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

３

第
二
号
の
音
響
の
頻
度
は
、
一
週
間
の
教
育
又
は
保
育
の
時
間
（
一
日
の
教
育
又
は
保
育
の
開
始
時
か
ら
連
続
し
た
四
時
間
を
超
え
る
部
分
を
除
く
。
）
内
に
お
け

る
音
響
の
頻
度
の
単
位
時
間
当
た
り
の
平
均
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三

単
位
時
間

音
響
の
強
度
及
び
頻
度

一
日
の
学
習
指
導
の
開
始
時
か
ら
連
続

七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
十
回
以
上
又
は
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
五
回
以
上
。
た
だ
し
、
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上

し
た
四
時
間
を
四
等
分
し
た
時
間

の
音
響
が
四
回
以
下
で
あ
っ
て
、
そ
の
継
続
時
間
の
合
計
が
次
の
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の

音
響
が
五
回
以
上
と
み
な
す
。

四
回
の
場
合

二
分
以
上

三
回
の
場
合

四
分
以
上

二
回
の
場
合

六
分
以
上

一
回
の
場
合

八
分
以
上

注

こ
の
表
は
、
上
欄
の
単
位
時
間
内
に
お
け
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
下
欄
の
基
準
に
達
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
時
間
数
の
一
週
間
に
お
け
る
合
計
が
、

一
週
間
の
単
位
時
間
の
総
数
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

別
表
第
四

番
号

時
刻
区
分

単
位
時
間

音
響
の
強
度
及
び
頻
度



一

八
時
か
ら
十
八
時
ま
で

当
該
区
分
の
全
時
間
を
十
等
分
し
た
時
間

七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
三
回
以
上

二

十
八
時
か
ら
二
十
三
時
ま
で

当
該
区
分
の
全
時
間
を
五
等
分
し
た
時
間

七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
二
回
以
上

三

二
十
三
時
か
ら
八
時
ま
で

当
該
区
分
の
全
時
間

八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
四
回
以
上

注

こ
の
表
は
、
上
欄
の
い
ず
れ
か
の
時
刻
区
分
に
対
応
す
る
中
欄
の
単
位
時
間
内
に
お
け
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
、
下
欄
の
基
準
に
達
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
単
位
時
間
数
の
一
週
間
に
お
け
る
合
計
が
、
当
該
時
刻
区
分
の
一
週
間
の
単
位
時
間
の
総
数
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
二
十
三
時
か
ら
八
時
ま
で
の
時
刻
区
分
に

あ
っ
て
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

別
表
第
五

単
位
時
間

音
響
の
強
度
及
び
頻
度

一
日
の
業
務
の
開
始
時
か
ら
終
了
時
ま
で

七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
音
響
が
四
回
以
上

の
間
（
休
憩
時
間
を
除
く
。）
の
各
一
時
間

注

こ
の
表
は
、
上
欄
の
単
位
時
間
内
に
お
け
る
音
響
の
強
度
及
び
頻
度
が
、
下
欄
の
基
準
に
達
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
時
間
数
の
合
計
が
、
一
週
間
の
単
位

時
間
の
総
数
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
状
態
が
通
常
継
続
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
も
の
と
す
る
。

附

則
〔
平
成
十
八
年
防
衛
施
設
庁
告
示
第
八
号
〕

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、

本
則
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
四
十
九
年
防
衛
施
設
庁
告
示
第
七
号
中
「
障
害
者
支
援
施
設
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
、
」
と
、
「
行
う
施
設
」
と

あ
る
の
は
「
行
う
施
設
、
身
体
障
害
者
授
産
施
設
、
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
知
的
障
害
者
授
産
施
設
」
と
、
「
及
び
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
、
母

子
健
康
セ
ン
タ
ー
及
び
身
体
障
害
者
療
護
施
設｣

と
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
十
四
年
防
衛
省
告
示
第
七
十
四
号
〕

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
平
成
二
十
七
年
防
衛
省
告
示
第
六
十
四
号
〕

こ
の
告
示
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
〔
平
成
二
十
九
年
防
衛
省
告
示
第
五
十
五
号
〕

こ
の
告
示
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
〔
令
和
六
年
防
衛
省
告
示
第
八
十
五
号
〕

こ
の
告
示
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


